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別 紙 

  新 旧 対 照 表  

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（別冊） 

 

国税通則法第７章の２（国税の調査）関係通達 

 

用語の定義 （省 略） 

 

第１章 法第 74条の２～法第 74条の６関係（質問検査権） 

（「調査」の意義） 

１－１  

⑴ 法第７章の２において、「調査」とは、国税（法第 74条の２から法第 74条

の６までに掲げる税目に限る。）に関する法律の規定に基づき、特定の納税義

務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づ

く処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為（証拠資料の収集、要件事実

の認定、法令の解釈適用など）をいう。 

（注） 法第 74 条の３に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の

行為は含まれない。 

⑵ 上記⑴に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、再

調査決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意す

る。 

⑶ 上記⑴に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の

行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについて

は、法第 74条の９から法第 74条の 11までの各条の規定は適用されないこと

に留意する。 

イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一

連の行為。 

ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合にお

いて、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してな

されたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦

課決定を行うときの一連の行為。 

（別冊） 

 

国税通則法第７章の２（国税の調査）関係通達 

 

用語の定義 （同 左） 

 

第１章 法第 74条の２～法第 74条の６関係（質問検査権） 

（「調査」の意義） 

１－１  

⑴ 法第７章の２において、「調査」とは、国税（法第 74条の２から法第 74条

の６までに掲げる税目に限る。）に関する法律の規定に基づき、特定の納税義

務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づ

く処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為（証拠資料の収集、要件事実

の認定、法令の解釈適用など）をいう。 

（注） 法第 74 条の３に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の

行為は含まれない。 

⑵ 上記⑴に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、異

議決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。 

 

⑶ 上記⑴に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の

行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについて

は、法第 74条の９から法第 74条の 11までの各条の規定は適用されないこと

に留意する。 

イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一

連の行為。 

ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合にお

いて、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してな

されたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦

課決定を行うときの一連の行為。 
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改 正 後 改 正 前 

第２章 （省 略） 

 

第３章 法第 74条の９～法第 74条の 11関係（事前通知及び調査の終了の際の手続） 

第１節 （省 略） 

第２節 事前通知に関する事項 

 

（法第 74条の９又は法第 74条の 10の規定の適用範囲） 

４－１ 法第 74条の９又は法第 74条の 10の規定が適用される調査には、更正決

定等を目的とする調査のほか、再調査決定や申請等の審査のために行う調査も

含まれることに留意する。 

 

第３節 調査の終了の際の手続に関する事項 

 

（法第 74条の 11第１項又は第２項の規定の適用範囲） 

５－１ 法第 74 条の 11 第１項又は同条第２項の規定は、再調査決定や申請等の

審査のために行う調査など更正決定等を目的としない調査には適用されないこ

とに留意する。 

 

５－２～５－５ （省 略） 

 

（法第 74条の 11第６項の規定の適用） 

５－６ 更正決定等を目的とする調査の結果、法第 74 条の 11 第１項の通知を行

った後、又は同条第２項の調査（実地の調査に限る。）の結果につき納税義務者

から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の

納付がなされた後若しくは更正決定等を行った後において、新たに得られた情

報に照らして非違があると認めるときは、当該職員は当該調査（以下、５－６

において「前回の調査」という。）の対象となった納税義務者に対し、前回の調

査に係る納税義務に関して、再び質問検査等（以下、第３章第３節において「再

調査」という。）を行うことができることに留意する。 

（注） 

１ 情報の要否に関する制限は、前回の調査が実地の調査の場合に限られる

ため、前回の調査が実地の調査以外の調査である場合、法第 74条の 11第

第２章 （同 左） 

 

第３章 法第 74条の９～法第 74条の 11関係（事前通知及び調査の終了の際の手続） 

第１節 （同 左） 

第２節 事前通知に関する事項 

 

（法第 74条の９又は法第 74条の 10の規定の適用範囲） 

４－１ 法第 74条の９又は法第 74条の 10の規定が適用される調査には、更正決

定等を目的とする調査のほか、異議決定や申請等の審査のために行う調査も含

まれることに留意する。 

 

第３節 調査の終了の際の手続に関する事項 

 

（法第 74条の 11第１項又は第２項の規定の適用範囲） 

５－１ 法第 74 条の 11 第１項又は同条第２項の規定は、異議決定や申請等の審

査のために行う調査など更正決定等を目的としない調査には適用されないこと

に留意する。 

 

５－２～５－５ （同 左） 

 

（法第 74条の 11第６項の規定の適用） 

５－６ 更正決定等を目的とする調査の結果、法第 74 条の 11 第１項の通知を行

った後、又は同条第２項の調査（実地の調査に限る。）の結果につき納税義務者

から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の

納付がなされた後若しくは更正決定等を行った後において、新たに得られた情

報に照らして非違があると認めるときは、当該職員は当該調査（以下、５－６

において「前回の調査」という。）の対象となった納税義務者に対し、前回の調

査に係る納税義務に関して、再び質問検査等（以下、第３章第３節において「再

調査」という。）を行うことができることに留意する。 

（注） 

１ 情報の要否に関する制限は、前回の調査が実地の調査の場合に限られる

ため、前回の調査が実地の調査以外の調査である場合、法第 74条の 11第
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改 正 後 改 正 前 

６項に規定する「新たに得られた情報」がなくても、法第 74条の２から法

第 74条の６までの各条の規定により、調査について必要があるときは、再

調査を行うことができることに留意する。 

２ 前回の調査は、更正決定等を目的とする調査であることから、前回の調

査には、５－１に定めるように再調査決定又は申請等の審査のために行う

調査は含まれないことに留意する。 

３ ３－１⑷の取扱いによる場合には、例えば、同一の納税義務者に対し、

移転価格調査を行った後に移転価格調査以外の部分の調査を行うときは、

両方の調査が同一の納税義務に関するものであっても、移転価格調査以外

の部分の調査は再調査には当たらないことに留意する。 

 

第４節～第５節 （省 略） 

 

第４章 （省 略） 

 

 

６項に規定する「新たに得られた情報」がなくても、法第 74条の２から法

第 74条の６までの各条の規定により、調査について必要があるときは、再

調査を行うことができることに留意する。 

２ 前回の調査は、更正決定等を目的とする調査であることから、前回の調

査には、５－１に定めるように異議決定又は申請等の審査のために行う調

査は含まれないことに留意する。 

３ ３－１⑷の取扱いによる場合には、例えば、同一の納税義務者に対し、

移転価格調査を行った後に移転価格調査以外の部分の調査を行うときは、

両方の調査が同一の納税義務に関するものであっても、移転価格調査以外

の部分の調査は再調査には当たらないことに留意する。 

 

第４節～第５節 （同 左） 

 

第４章 （同 左） 

 

 

 


